
 

そ
の
代
表
者
の
氏
名

 

法
人
に
あ
っ

て
は
、

　
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、

同
規
則
第
六
条
の
遊
技
機
の
型
式
に

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
|
三
号

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

一
〇

九 八

検
定
番
号

関
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
検
定
（

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
検
定
を
い
う
。
）

を
行
っ

た
。

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

Ｌ
Ｂ
ス
ロ
ッ

ト
ガ
ル
フ
ィ
ー

Ａ
４

Ｐ
ク
イ
ー

ン
ズ
ブ
レ
イ
ド
奈
落
Ｖ
３
Ｂ

回
胴
式
遊
技
機

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

遊
技
機
の
種
類

ｅ
バ
イ
オ
ハ
ザ
ー

ド
６
Ａ
Ｐ
Ｎ

型
　
　
式
　
　
名

東
京
都
台
東
区
東
上
野
一
丁
目
八
番
六
号

愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区
中
京
南
通
三
丁
目

二
二
番
地

株
式
会
社
　
オ
ー

イ
ズ
ミ
・
ア

ミ
ュ
ー

ジ
オ

株
式
会
社
　
高
尾

株
式
会
社
　
七
匠

製
造
業
者
名

株
式
会
社
　
オ
ー

イ
ズ
ミ
・
ア

ミ
ュ
ー

ジ
オ

株
式
会
社
　
高
尾

株
式
会
社
　
七
匠

氏
名
又
は
名
称

山
口
県
公
安
委
員
会

申
　
　
　
請
　
　
　
者

検
定
の
有
効
期
間

福
島
　
智

内
ヶ

島
　
吉
則

照
沼
　
丈
史

〃 〃

告
知
の
日
（

令
和
八
年
一
月

二
十
八
日
）

か
ら
三
年
間

東
京
都
渋
谷
区
南
平
台
町
一
六
番
一
七
号

住
　
　
　
所


